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　潮来市では、福祉関連経費が増加する中、三位一体改革※１の影響から地方交付税

や国庫支出金を中心に歳入が激減している状況となっています。

　このような厳しい状況下では、市民の皆さんと行政が協力しながら、よりよい行

政運営の方法を考え、財政が破綻することのないようにしていかなければなりませ

ん。そこで、市が置かれている財政状況や財政健全化への取り組みをシリーズ４回

にわけて、市民の皆さんにお知らせしていきます。

　家庭の年収にあたる市の歳入は、地方交付税や国庫支出金を中心にここ５年

間をみると年々減り続けています。平成 14年度と平成 18年度を比べてみると、

約21億円も減っています。これは、平成18年度歳入総額の約20％となります。

　潮来市の財政状況は年々厳しくなっていますが、主に歳入の減少に起因してい

ます。

　それに加えて、ごみ処理施設や学校などを整備するため、多額の地方債を発行

したため、借金もたくさん抱えている状況です。

　皆さんのご家庭の収入が、20 ％減った状況を想像してみてください。しかも、多

額のローン支払いもあるとしたら…。

　みなさんもご存知のように、北海道の夕張市が財政破綻から財政再建団体とな

りました。「破綻しても国や県が何とかしてくれるだろう」「破綻しても自分たち

の生活には大して影響しないだろう」と思っていたら、大きな間違いです。今は

国が地方を見捨てる時代で、財政再建団体になると、学校や公民館などの公共施

設がなくなったり、税金や各種使用料の負担が大きくなったり、市からの補助金が

なくなったりと生活に大変な影響を及ぼします。何としても、そのような状況は

避けなければなりません。

歳入の状況

第１回

「潮来市の収入が減り続けています」

第２回

「潮来市のお金はなにに使われているの」

第３回

「潮来市の貯金と借金」

第４回

「財政健全化への取組み」

※１　三位一体改革とは？

国による、税源移譲（税源を国から地方へ

移す）、国庫補助負担金改革（国庫支出金

を減らす）、地方交付税改革（地方交付税

を見直す）を一体的に行う改革のこと。

 

シリーズ財政特集

潮来市の財政状況

第１回「潮来市の収入が減り続けています」



地方交付税とは、国の税

金である所得税、酒税、法

人税、消費税、たばこ税の

一部が、地方公共団体の運営

費として地方へ交付される

ものです。

地方交付税の交付にあ

たっては、10万人の人口を

基準としてそれぞれの自治体の規模に応じて交付

されるため、財政力の弱い市町村でも標準的な行

政サービスを提供することができるように調整さ

れています。

潮来市の予算に占める割合は約 30 ％と大きな

ウェイトを占めており、地方交付税の増減は財政

運営に大変大きく影響しますが、三位一体改革に

よる抑制が行われた結果、５年前の平成14年度と

平成18年度を決算で比較すると約６億円減少して

います。

潮来市では、職員人件費や事務経費を削減した

り事業を減らしたりして対処してきましたが、地

方交付税は今後も減る傾向であると予測されるた

め、市の財政はますます苦しくなりそうです。
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潮来市歳入総額の

約29％を占める市税

収入は、減少傾向が

続いていましたが、

定率減税の廃止や老

年者控除の見直しな

どの税制改正によ

り、少し上昇してい

ます。

しかし、景気低迷

や高齢化の進展によ

る個人所得の減少は

恒常化しており、税

制改正により税収が変化することは

あっても、大規模企業の立地など特

別な条件がなければ長期的には減少

していくと予測されます。

三位一体改革により所得税から市

民税へ税源が移譲され、皆さんに負

担していただく市民税は増えていま

すが、その分以上に国から交付され

る地方交付税や国庫支出金が減らさ

れることになるため、市の財政は更

に厳しくなっています。

地方税収の推移

地方交付税等の推移

市税の推移

地方交付税ってどんなもの？

※２

※２　地方交付税の不足分を補うための地方債（借金）のこと。
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　決算とは、１年間のお金の出し入れを表したもので、平成18年度の潮来市の決算が、９月に
開催された市議会において認定されましたので、お知らせします。

会計区分 歳入決算額 歳出決算額

一般会計 109億2,721万4,727円 107億631万7,995円

特別会計

・国民健康保険 33億5,100万7,565円 32億7,970万5,194円

・老人保健 23億218万1,574円 22億8,301万8,579円

・下水道事業 13億7,252万3,824円 13億4,008万248円

・農業集落排水事業 5,686万1,441円 5,326万3,790円

・介護保険 13億491万3,896円 12億934万3,645円

企業会計

・水道事業収益 7億1,065万5,136円 6億8,417万6,984円

　　 〃 　資本 1億4,575万4,000円 3億6,319万4,608円

・工業用水道事業 1,277万9,541円 1,264万1,851円

平成18年度

会 計 別 決 算

一般会計歳入

109億 2,721万円

自主財源と依存財源の割合

「自主財源」とは？
市が自主的に収入するこ

とができる財源のこと

で、市税、分担金及び負

担金、使用料及び手数料

などがあります。自主財

源が多いほど、行政活動

の自主性と安定性を確保

できるとされています。

「依存財源」とは？
国や県によって定められ

た額を交付される財源の

ことで、地方交付税や

国・県支出金やなどがあ

ります。

決 算



農林水産費
園芸・畜産の
振興や林業、
水産業

1万4,367円

消防費
消防活動など

1万6,406円

教育費
小中学校の
整備や運営
5万1,509円

総務費
市の組織全体の
運営（住民票発
行など）

3万9,386円

衛生費
健康診断やごみ
の収集処理など

3万5,447円
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　平成18年度の決算にあたり、市監査委員である岩本富雄、中野庄吾両氏による監査

が実施されました。その意見書の中から総括の結びを紹介します。

　国の構造改革の影響により地方財政状況はその厳しさを年々増している。このような

中で平成18年度の一般会計歳入歳出決算の状況を見ると歳入109億2721万5千円、歳出107

億631万8千円で平成17年度と比較すると歳入は8.6％、歳出は8.3％の減となっている。

　財政の構造をみると経常収支比率は92.9％で平成14年度の87.8％から以降逐年上昇

し、財政の硬直化が年々進んでいることを示している。

公債費比率は最大ピーク時を平成17年度とし、比較すると0.8ポイント減少している

が、一般会計・特別会計における起債額の元金合計218億8564万4千円に対し利子合計

が41億5464万4千円にものぼり圧迫材料となっており、歳出に対する財源不足の調整

をするための基金の取崩しは平成17年度の1億7734万7千円に続き、18年度1億3149万3

千円の取崩しを行っている。

　地方交付税等の減少が続く中で市税収入の重要性は高まっており、収納率の向上と

不納欠損額の抑制は重要な課題である。その課題もここのところ、改善の状況にあり

努力の足跡を残している一方、国民健康保険税の収入未済額が市税合計の収入未済額

よりも多額となり収納率も76.1％で市税合計収納率92.0％と比べ15.9％も低い事は大

変深刻な問題である。又、介護保険料は市の人口減少が続く中で対象保険者数は年々

増加し調定額も増加している。

　しかし対象者の年齢、収入状況から収納率の低下が懸念されるので徴収対策につい

て特段の努力が必要であるとともに、充実した市民福祉の向上のために将来を展望し

た行財政改革を推進し健全財政の維持を図ることを要望いたします。

平成18年度　一般・特別会計　監査意見書より（抜粋）

市民１人当たりに
使われたお金34万3,146円
（平成19年３月31日現在）で算出

民生費
保育所・老人ホー
ム等の運営、障害
者支援など

8万6,908円

商工費
観光振興など

6,018円

議会費

4,773円

公債費
市債の返済にか
かる元金・利子

5万484円

土木費
道路や橋、公園
などの整備管理

3万7,848円

107億632万円

市民１人当たりの

市税負担額10万1,019円

一般会計歳出
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潮来の水、ペットボトルの

名称・ラベルを募集しますいたこの水道水
シリーズ

第４回

【お問合せ】潮来市水道課　℡. ６７－５７４３

水道水といえば、最近まで「まずい、くさい」などというイメージで敬遠されがちでしたが、実際、皆様は普段

どのくらい水道水を飲んでいるでしょうか。

潮来市田の森浄水場で作られている水道水は、シリーズ第１回の「おいしい水って、どんな水？」（広報いたこ

８月号Vol.76）でも紹介したとおり、おいしい水の要件にあてはまっています。（①適度にミネラル分を含む。②

臭気度が無い。③残留塩素を必要最低限に抑えている等）

この度、潮来市水道課では、“安全でおいしい水道水”を多くの皆様に「もっと知っていただきたい」「消費拡大、

普及促進につなげたい」との思いから、田の森浄水場で作った水道水をペットボトル詰にしてPRしようと考えています。

そこで、このペットボトル水の名称と、ラベルに使用する写真又はイラスト等を募集します。

◎募集要項

・潮来の水にふさわしい名前（例:潮来の水、田の森の水等）と、ペットボトルのラベルになる写真又はイラス

ト等を一緒に、封書にて下記まで送付してください。採用者には粗品を進呈させていただきます。（住所、氏

名、電話番号を必ず明記し応募してください。）

・１回の応募で名称１点、写真又はイラスト１枚までとします。（１人何回でも応募できます。ただし応募作品の返却はいたしません。）

・複数の方が考えた名称が採用された場合は、抽選で５名様に粗品を進呈致します。

◎募集締切

平成19年10月31日必着

◎宛先・お問合せ

〒３１１－２４０４　潮来市水原１９８６－１　潮来市田の森浄水場宛　℡.６７－５７４３

　潮来市議会第３回（９月）定例会において、潮来市水道事業給水条例の一部改正が提案され可決されました。それに

伴い、平成20年４月１日から、水道加入金及び設計審査手数料、工事検査手数料が下記のように改正になりますので、

お知らせいたします。

◎水道加入金

加入金

13ミリメートル 157,500円

20ミリメートル 378,000円

25ミリメートル 588,000円

30ミリメートル 840,000円

40ミリメートル 1,501,500円

50ミリメートル 2,331,000円

78ミリメートル 5,250,000円

100ミリメートル 9,324,000円

150ミリメートル 20,979,000円

加入金

157,500円

189,000円
294,000円
420,000円
751,000円

1,165,500円
2,625,000円
4,662,000円
10,489,500円

◎設計審査手数料・工事検査手数料

種　　類 区　　分 金　額

設計審査手数料 １件につき 1,000円

材料検査手数料
材料費の

100分の15の額

工事検査手数料 １件につき 1,000円

種　　類 区　　分 金　額

設計審査手数料
新設１件につき 2,000円

新設以外１件につき 1,000円

工事検査手数料
新設１件につき 4,000円

新設以外１件につき 2,000円

(改正前) (改正後)

(改正前) (改正後)

区分

メーターの口径

水道加入金が大幅に引き下げられます
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　保守点検とは、定期的に機器の点検・調整・補修や消毒剤の補給等を行うものであり、清掃とは、浄化槽内の

汚泥を必要量に保ち、また余分な汚泥を吸引車で収集運搬することです。

　浄化槽法により次のことが義務付けられています。

　浄化槽の清掃を行った後の汚泥は、市で許可をしている清掃業者が潮来衛生センターに搬入しています。

　一年以上保守点検・清掃をしていない浄化槽は、汚泥が腐敗してスカム（汚泥のカスが固まった物）となり、

処理の上での障害や機械類の故障の原因になります。浄化槽保守点検清掃を毎年行うようご協力をお願いします。

浄化槽の保守点検３回/年　　浄化槽の清掃１回/年

潮 来 環 境 衛 生 ㈲《潮 来》

水　郷　衛　生　社《日の出》

小　松　崎　清　掃《堀之内》

麻　生　衛　生　舎《行方市》

㈱　和　城　産　業《鹿嶋市》

℡.67-5783
℡.67-5960
℡.66-4427
℡.63-0054
℡.73-2296
℡.82-5931

※料金等のお問い合わせは、浄化槽の種別（単独・合併及び何人槽か）を確認のうえ各業者へご相談ください。

【お問合せ】潮来市環境課 施設管理センター　℡.64-5050

℡.62-2247

℡.66-3692

℡.64-6154

℡.73-2296

℡.82-5931

茨城ビルメンテナンス㈱《水　原》
小 沼 技 研 工 業 ㈲《水　原》
日　清　設　備　㈱《日の出》
㈱ライフクリーンサービス 《潮　来》
麻　生　衛　生　舎《行方市》
㈱　和　城　産　業《鹿嶋市》

茨城県登録業者「潮来市内営業許可業者の内」市内に営業所

を有するか清掃許可を兼ねている業者を参照掲載しました。

消毒剤の点検・補給 モ ー タ ー の 点 検

汚 泥 の 調 整・移 送 浄化槽機能の診断

一般廃棄物収集運搬業（し尿）

浄化槽清掃業許可業者

保 守 点 検 業 者

　自然豊かな林間コースと県内唯一のクロスカントリーを是非
体験してみてください。

１．期　　日　平成19年12月９日（日）　小雨決行【 荒天の場合中止 態度決定 午前 ６:00】

２．会　　場　茨城県水郷県民の森　野外活動広場　（潮来市島須）

３．日　　程　選手受付　午前 ８時～９時　開会式　午前９時～

４．参加対象　小学生以上のアマチュア競技者で健康に自信のある方

５．種　　目　☆小学１・２・３・４年生 男子・女子の部（1000m）

              ☆小学５・６年生 男子・女子の部（1600m）

              ☆中学生 男子・女子の部（3500m）

              ☆ 一般・高校生 男子・女子の部（7200m）

６．コ ー ス　水郷県民の森　特設コース

７．参 加 費　高校生以上一般 1,000円　市外小・中学生 500円　市内小・中学生 200円

※申込後の参加料はいかなる場合においても返金いたしませんのでご了承ください。

８．表　　彰　全種目　　１～６位まで表彰

９．申込方法　申込書に必要事項を記載のうえ、参加費を添えて、郵便振込にて申し込みください。

            （当日参加受付はいたしません。当日支払いも無効です。）

　　　　　　　申込書は市役所・牛堀出張所・各地区公民館等にあります。

努めましょう

浄化槽の保守・点検・清掃

【お問合せ】
〒311-2495　茨城県潮来市牛堀17番地
潮来市教育委員会 生涯学習課内 
水郷潮来クロスカントリー事務局
TEL 0299-64-2611（内線642 / 643）
FAX 0299-64-5959
ホームページ　http://www.city.itako.ibaraki.jp/
※当日連絡先
上記TELにて午前６時～７時30分の間
応対します。《申込締切日》平成19年11月９日（金）

浄化槽管理者（使用者）の皆様へ
潮来衛生センターからのお願い

第１７回水郷潮来クロスカントリー 参加者募集！

相続手続　土地、建物の売買、贈与
会社の設立　役員変更

債務整理（サラ金関係）　その他

潮来市曲松2808番地10（潮来高校入口）

電話　0299-67-3055

茂木誠治司法書士事務所

相談無料 お気軽にお電話してください

常　南　病　院

【お車で送迎いたします】
＊詳しくは、お電話にてお問い合わせください

電話 0299-63-1101

10月８日より

常　南　病　院

開始人工透析
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　「こんなまちにしたい」「こんなことをやってみたら？」など、市民の皆さんのご意見やご提案につい
て気軽に市長と話し合う「市長とどこでもミーティング」が開催されました。９月は潮来市管工事組合の
皆さん、潮来市農業委員会の皆さんからお申込みをいただき、楽しく和やかなミーティングを開催し、市
政に対するご提案やご意見をいただきました。そこで、ミーティングの内容を一部ご紹介します。

　　　　【お申込み・お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１ 内線208
　　　　　　　　　　　　　　　潮来市ホームページ　http://city.itako.ibaraki.jp/

　ミーティングの場所やスタイルは自由。皆さんの活動の場へ市長を誘っていただいたり、市長室へお
越しいただくこともできます。まちづくりへの皆さんの声をおまちしています。

○潮来市管工事組合の皆さんからのご提案・ご意見
・管工事組合としてまちづくりに参加していきたい。
・上下水道工事店としてのノウハウを生かし、災害時
のライフラインの復旧に協力していきたい。災害協
定を検討していきたいと考えている。

・市内のライフラインを守るために、いつでも漏水に
対応する心意気を持っている。今後もこのような機
会をもち、市へ提言していきたい。

他にもたくさんのご意見をいただきました。

○潮来市農業委員会の皆さんからのご提案・ご意見
・不法投棄の問題などがあることから、市残土条例の改正に
ついて検討していただきたい。

・農家の花嫁さんがいないので、なにか対策を。
・景観形成委員会において、道の駅いたこ周辺にボランティ
アで菜の花を栽培し、好評をいただいている。まちづくり
のために今後も継続していきたいが、市として支援しても
らいたい。

他にもたくさんのご意見をいただきました。

10月は、潮来日本文化研修センター板東座禅道場の皆さん、日の出小学校第３学年学年委員会の皆さんとどこでもミーティングを開催します。

・対　象　市内在住者で構成または、市内に活動の拠点を置く団体・グループ
例えば…自治会、ＰＴＡ、学生（小学生以上）、ボランティアグループ、スポーツ団体、ＮＰＯ、各種サークル、など

・開催日及び開催場所
参加団体と協議の上決定。ミーティングの時間は１時間程度とします。

・応募方法
話し合いたいテーマ（環境・福祉・教育・都市整備など）を決め、申込書に必要事項を記入してお申し込みください。

※なお、申込書については秘書広聴課に直接おいでいただくか、または潮来市ホームページからダウンロードできます。

平成１９年９月スタート！

市長とどこでもミーティング開催情報！

第１回　潮来市管工事組合（組合長　深谷英久氏）９月20日（木）潮来市役所会議室で開催

テーマ「まちづくりへの協力」

第２回　潮来市農業委員会（会長　額賀藤重郎氏） ９月25日（火）潮来市役所会議室で開催

テーマ「市の将来に向けた農業への取り組みについて」

参加団体・グループ募集しています！

㈱テックス

今なら緊急地震速報が無料です

住んでいる場所での予測震度・余裕時間が判ります。

電話６４－６５６５

当社よりキヤノン業務用複合機購入の方、２年間緊急地震速報無料配信中
リース契約も可能です。

潮来市上戸416-7

インターネット経由でキヤノン複合機が速報を受信
し、住んでいる場所での震度予測・あと何秒後とい
う余裕時間をパソコンに一斉表示します。

『震度６強の地震があと20秒』

実印・銀行印・会社印

ご奉仕中!!

かしま印章
鹿嶋市役所前

TEL・FAX 82-8377

㈱フカザワ
潮来市徳島5591

TEL 66-1231 FAX 66-0087

スタンプ台のいらない－便利な－

慶弔印 3,150円の品涯

1,522円の品 涯1,080円（税込）

シャチハタ製品が安い!!15～30%引き
忙しい方・字の苦手な方に

慶弔ゴム印
（スタンプ台使用）

４文字の時1,200円（税込）

シャチハタ
ネーム９

2,700円

認印　90円

実印　1,500円～

最高級印鑑を
低価格にて
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平成19年度後期法律相談のお知らせ
《日程》

平成19年10月29日(月)　11月21日(水)　12月３日(月)　　12月19日(水)

平成20年１月16日(水)　２月20日(水)　３月19日(水)

※ただし、弁護士の都合により日程を変更する場合があります。

《相談時間》　午後１時～４時（１人30分まで）
《相談内容》　法律問題、人権侵害、財産問題、土地売買、金銭貸借等
《場　　所》　潮来市社会福祉協議会
《弁 護 士》　杉下弘之先生
《申 込 み》　電話予約も申し受けますが、予約券を発行いたしますの
で、必ず社会福祉協議会へ来所し、予約券を受け取ってください。また、
相談は潮来市在住の方に限らせていただきますので、ご了承ください。
《お問合せ》　潮来市社会福祉協議会　℡.63-1296

善意の箱 　 　11,117円

匿名　 　　　　2,000円

鹿島アントラーズ選手会　

116,000円

金塚清一　 　　 玄米390㎏

ナイルス(株)茨城工場

75,703円

善意銀行
（９月分・敬称略）

田市長が市内最高齢鴇田つねさんを訪問

第10分団のみなさん

ご自分の生命保険の現状確

認や今後の生命保険選びな

どのご相談をうけたまわっ

ております。

損保ジャパンひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

ファイナンシャル・
プランナーイタコチャンスセンター

TEL.62-3000  URL:e92.net

ナンバーズ・ミニロト・ロト６・

toto・BIG・mini BIG

生命保険相談

宝くじ販売

駐車場が
広くなりました

司法書士 篠塚健司事務所

遺産の相続手続　土地建物の名義変更

会社の設立等　サラ金の借金問題

 毎月第２水曜日、当事務所において無料相談を

 行っております。（予約必要 ℡６６－３５１１）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６
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◎小谷野選手プロフィール◎

●生 年 月 日：1988年６月22日（19歳）

●身長・体重：170㎝、62㎏

●ポジション：MF（ミッドフィルダー）

　９月20日（木）、潮来市出身で、初めてのカシマアントラーズのプロ
選手となった小谷野選手が、市長室を訪れ、 田市長と対談を行いまし
た。小谷野選手は、正確なボールコントロールとシャープなドリブル突
破を得意とする攻撃的MFで、14歳の頃、クラブユースサッカーの東西対
抗戦で、最優秀選手に選ばれるなど、将来が期待される選手です。

10
｢

｣

介護職員
募 集 中

自分の時間を大切にできる個室空間。

　さらに、10名１組の少数グループ制

　　（ユニットケア）によるきめ細かい介護。

特別養護老人ホーム50床、短期入所生活介護10床、

デイサービス20名／日

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533   FAX 0299-66-3388

特別養護老人ホーム いたこの郷
利用者
募集中!!

田市長×カシマアントラーズ
　　　　　小谷野顕治選手対談

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！

　潮来市では、「広報いたこ」「潮来市

公式ホームページ」に有料広告掲載さ

れる方を募集しています。

詳しくは、潮来市役所 秘書広聴課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受け付け

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

広告募集

崖

崖

崖



11 広報いたこ 2007
11月号 Vol.79

　最近、自転車の無秩序な通行が多く見受けられ

ます。

　この度、自転車の歩道通行要件の明確化等を内

容とする道路交通法の改正が行われました。

　皆さんも、次の「自転車安全利用５則」を守っ

て、自転車事故の防止に努めましょう。

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外

２．車道は左側を通行

３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

４．安全ルールを守る

 　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

 　○夜間はライトを点灯

 　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

５．子どもはヘルメットを着用

　潮来市潮来地内　国道51号　素鵞熊野神社前横

断歩道に信号機が新設されることになりました。

　完成は、今秋となりますが、引き続き、左右の

安全を確認して通行車両に十分注意の上横断して

ください。

◎自転車の安全利用の促進について

◎信号機の新設について

行方警察署からお知らせ

【お問合せ】　行方警察署　TEL.0299-72-0110

10月１日より茨城県霞ヶ浦水質保全条例が施行されます

茨城県では、霞ヶ浦の水質浄化対策として、これまで窒素・りん対策を主に対策を講じてきましたが、

水質改善には至りませんでした。そこで今回、条例をさらに強化し、水質の改善を目指すこととなりま

した。本年１０月１日より流域内の事業者のみなさん、各家庭のみなさんに対して、下記のように排水

規制が強化されます。（条例施行から３年間の猶予期間があります。）

一人一人の協力により「泳げる霞ヶ浦・遊べる河川」を目指しましょう。

○排水量が20㎥から10㎥に引き下げられます。

１日の平均排水量が20㎥以上の工場・事業所から10㎥以上の工場・事業所まで適用範囲が拡大されます。

○届出事業所の範囲が拡大されます。

飲食店等について届出要件（店舗の総床面積、１日の給食数等）の範囲が拡大されます。

※排水基準値、届出要件など細詳については、下記の問い合わせ先へお願いします。

○流域内の各家庭に対して単独浄化槽・汲み取り式便所から窒素・りんを除去できる高度処理型浄化槽

の設置が義務づけられます。

※浄化槽を個人宅に設置する場合、費用を助成する制度があります。詳しくは、下記の問い合わせ先へ

お願いします。

～適切な排水処理、垂れ流しゼロを目指して～

【お問合せ】　潮来市下水道課　TEL.６３－１１１１　内線３２４・３２５

【お問合せ】　茨城県生活環境部環境対策課水環境室　TEL.０２９―３０１－２９６８
　　　　　      茨城県鹿行総合事務所環境保全課　    TEL.０２９１－３３－６０５６

「事業者のみなさんへ」

「各家庭のみなさんへ」

　７月22日に前川あやめ園において「市民あや
め園整備事業」が32団体約170名の参加のもと
開催されました。以下の32団体には、来年のあ
やめまつりに向けてあやめ園の随時管理をして
いただいております。

市民が誇れる観光地を目指して

津知地域女性団体

ITAKOクオリティウィメンズネット

潮来市ネットワーカー連絡協議会

潮来市ろ舟保存会

潮来環境塾

更生保護女性会

牛堀地域女性団体連絡会

ボランティア　エイト

潮来市農業委員会

あやめ１丁目商店会

潮来旅館組合

水郷潮来観光協会

潮来市商工会

潮来市商工会女性部

潮来市商工会青年部

潮来市花菖蒲協会

潮来市文化協会

徳島園地管理組合

新潟県人会

水郷アマチュアマジシャンクラブ

八代地区ふれあい給食サービス

潮来地域防犯パトロール協力会

延方地域女性団体

潮来市菊の会連合会

水郷潮来観光ボランティア連絡協議会

潮来市社会福祉協議会

潮来市議会

潮来市役所

鹿行法人会潮来地区会

鹿行法人会潮来地区会女性部

鹿行法人会潮来地区会青年部

（社）潮来市シルバー人材センター

霞ヶ浦流域内の排水規制が強化されます

（順不同）
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!!!!

　今回は、ボランティアグループ新世紀の皆さん

を紹介します。新世紀は、潮来を訪れる方々を、

フラワーロードで迎えようと、毎年、きれいな花

を植え続け、茨城県知事賞など、さまざまな賞を

受賞されています。

62

63

20

12

12

12

80

80

◎団体プロフィール◎

●名　　称：新世紀

●会　　長：荒原克巳

●会 員 数：16名

●活動場所：水郷有料道路から潮来駅

へ向かう県道沿いの花壇



13 広報いたこ 2007
11月号 Vol.79

　都市計画道路潮来鉾田線の都市計画決定にあたり、都市計画案を縦覧するとともに、事業を行うことによる

環境影響評価の準備書を併せて縦覧し、その期間中に準備書の内容について説明会を開催します。これにより

広く住民の皆様に自動車道の計画と環境への影響評価について理解していただき、この内容について、茨城県

知事に対し意見を述べることがあれば意見書を提出することができます。

・縦覧期間
平成19年10月15日（月）から同年11月15日（木）

午前８時30分から午後５時まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除きます。）

・縦覧場所
潮来市建設部都市建設課

茨城県土木部都市局都市計画課

・縦覧内容
潮来都市計画の変更

潮来鉾田線（東関東自動車道水戸線）及び

洲崎上戸線（国道51号潮来バイパス）外３路線

・意見書の提出
都市計画に対して意見のある方は、平成19年11月29日

（木）までに知事あてに書面により提出することがで

きます。（郵送の場合は最終日の消印のあるものまで

有効）

・提出先
〒310-8555　水戸市笠原町978-6

茨城県知事　橋本　昌　（茨城県土木部都市局都市計画課扱い）

・縦覧期間
平成19年10月15日（月）から同年11月15日（木）

午前８時30分から午後５時まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除きます。）

・縦覧場所
潮来市建設部都市建設課

茨城県土木部都市局都市計画課

・縦覧内容
環境影響評価の結果を取りまとめた準備書

・意見書の提出
準備書に対して意見のある方は、平成19年11月29日（木）

までに知事あてに書面により提出することができます。

（郵送の場合は最終日の消印のあるものまで有効）

・提出先
〒310-8555　水戸市笠原町978-6

茨城県知事　橋本　昌　（茨城県土木部都市局都市計画課扱い）

・環境影響評価準備書説明会の開催日程
日時：10月31日（水）午後７時から潮来公民館大ホール

　　　11月２日（金）午後７時から中央公民館大ホール

会場：潮来市

「都市計画案」の縦覧

都市計画原案の作成

都市計画原案の説明会（地元説明会）

公聴会（住民の意見の反映）

都市計画原案の作成

都市計画原案の公告・縦覧

国土交通大臣の同意

都市計画決定

都市計画決定の告示・縦覧

方法書公示・縦覧

環境調査

準備書の公告・縦覧 説明会の開催

評価書の作成

市長の意見

知事の意見

補正評価書の作成

市長の意見

評価書の公示・縦覧

【お問合せ】　潮来市建設部都市建設課都市計画グループ　TEL.0299-63-1111（内線347･348）

　　　　　      茨城県土木部都市局都市計画課　　　　　　TEL.029-301-4588

都市計画手続の流れ 環境影響評価手続の流れ

都市計画案、環境影響評価準備書の縦覧及び
住民説明会の開催について

住民の意見

環境大臣の意見

国土交通大臣の意見

都市計画審議会

これまでの実施内容

※必要な場合

「環境影響評価準備書」の縦覧と「説明会」の開催

今回の実施内容
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「塩狩峠」「氷点」「続 氷点」「命ある限り」「いとしい時間 愛の歌集」

「残像」「道ありき　青春編」「この土の器をも」「果て遠き丘」

「ひつじが丘」「自我の構図」「泥流地帯」「病めるときも」

「天北原野」「細川ガラシャ夫人」ほか

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

三浦　綾子（大正11年（1922年）4月25日～平成11年（1999年）10月12日）

（　は休館日、　は午後１時から開館）

11月の図書館カレンダー

日　時　　11月18日（日）
　　　　　午後１時30分～３時30分
場　所　　図書館２階（おはなしの部屋）
出　演　　いたこおはなしの会
プログラム　
　「高瀬舟」森鴎外
　「刺青」谷崎潤一郎
　「十三夜」樋口一葉
　「服を着たゾウ」星新一
　「子供たちの夜」向田邦子

※事前申し込みはありません。

読書の秋「朗読会」を開催します
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

日にち 午後２時～

11月3日

(土)
色のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

11月10日

(土)
魔女おばさんのおはなし会

有田　道子さん

11月17日

(土)
七五三のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

11月24日

(土)
おしごとのおはなし
うしぼりおはなし会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

◎おとうさん、おかあさんのための
　　　　　　　　読み聞かせ研修講座開催
　子育て真っ最中のお父さん・お母さんに、子どもと絵

本を楽しむ時間を過ごしてもらうため、読み聞かせ研修

講座を開催します。気軽にご参加ください。

【日　時】11月10日（土）

　　　　　午前10時～午後３時30分

【会　場】潮来市立図書館　第２集会室、おはなしの部屋

【募集人員】50名（先着順）

【講　師】有田　道子氏

「おはなしいっぱい魔女おばさん」の著者。昭

和47年から30年にわたり、自宅を開放して文庫

活動（本とお話の小路）を主宰し、児童への読

書活動の普及を行なってきた。県立図書館主催

の「読み聞かせ研修講座」の講師を平成10年か

ら現在まで務めている。

【申し込み】電話・FAX、図書館カウンターにてお申し込みください。

◎サイエンスカフェ
　　　「花粉症の発症とその予防」
　図書館では、くらしに役立つ講座も開催しま

す。毎年、花粉症にお悩みの方、また家族に花粉

症をお持ちの方、ぜひ受講してください。受講

後、講師とのカフェ座談会も用意しております。

図書館スタッフによる花粉症関連の図書の紹介も

あります。

【日　時】11月25日（日）

　　　　　午後１時30分～３時

【会　場】潮来市立図書館　視聴覚室

　　　　　第２集会室（カフェ会場）

【募集人員】50名（先着順）

【講　師】筑波大学　耳鼻咽喉科

　　　　　飛田　忠道氏

【申し込み】電話・FAX、図書館カウンターにて

　　　　　お申し込みください。

秋の昼下がり、
名作に耳をかたむけてみませんか

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午前10時30分 午後３時

11

３日(土) ヒノキオ たそがれ清兵衛

４日(日) ヒノキオ 隠し剣 鬼の爪

10日(土) ミッフィーとおともだち４  つくったのなあに？ 武士の一分

11日(日) ミッフィーとおともだち４  つくったのなあに？ 壬生義士伝

17日(土) じてんしゃにのるひとまねこざる［ほか２作品］ ＳＩＮＯＢＩ

18日(日) じてんしゃにのるひとまねこざる［ほか２作品］ 丹下左膳

24日(土) あらしのよるに ３ 郡上一揆

25日(日) あらしのよるに ３ 雨あがる

10月27日（土）～11月９日（金）読書週間

標語「君と読みたい本がある」

※各地区公民館図書室に1,348冊

の新しい本が入りました。

ぜひご利用ください。
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

＋当番医

朝井医院566-7677

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

潮来第一整形外科医院
566-0051

＋当番医

久保病院564-6116

７ヶ月児育児相談（か）
（H19.4月生）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.11月生）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.4月生）

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H19.7月31日以前生）

（牛堀地区）

いきいき健康体操（か） 子育て広場（中）
何でも育児相談
３歳児健診
（H16.8月生）
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November

勤労感謝の日

文化の日

月

● 実施場所 ●
（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健
　　　福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（高）…高齢者センター

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H19.6月生）

子育て広場（図）
マタニティセミナー（か）
ポリオ（か）
（H19.7月31日以前生）

（潮来地区）

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H19.7月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

11
子育て広場（中）

子育て広場（中）
いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）

子育て広場（中） 子育て広場（図）

子育て広場（中） 子育て広場（中）

子育て広場（図）

のカレンダー

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.57VOL.57

【お問合せ】　潮来市秘書広聴課 情報広報・男女共同グループ　TEL.63-1111 内線208

男女共同参画総合相談を開設しています。（毎月第２・４木曜日　午後１～５時）

・11月開設日・・・８日・22日　TEL.６２－２７２７へお気軽にお電話ください。

・相 談 内 容・・・パートナーからの暴力的行為（ＤＶ）、性差などによる人権問題等

　配偶者からの暴力などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。今回の一部改正により

保護命令制度の拡充がされます。

○保護命令制度の拡充

①生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申立てができます。

配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又

は身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときにも、裁判所は保護命令を発することができ

るようになります。

②被害者に対する電話・電子メール等が禁止されます。

被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、裁

判所は配偶者に対し、被害者に対する面会の要求などの行為を禁止する保護命令を発することができるようになり

ます。

③被害者の親族等も接近禁止命令の対象となります。

配偶者が被害者の親族等の住居に押しかけて著しく粗野・乱暴な言動等を行っていること等の事情があることか

ら、裁判所は被害者の親族等への接近禁止命令を発することができるようになります。

詳しくは内閣府配偶者からの暴力被害者支援情報サイトhttp://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htmをご覧ください。

配偶者暴力防止法が

      平成20年１月11日から変わります

潮来市民文化祭
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　市長へのたより

総数 女 10,558世帯 （＋ 5）世帯数15,754人男 15,360人 （-10）（－ 1）31,114人（－11）

「飲酒運転は絶対にしない・させない」を合言葉 飲酒運転撲滅都市宣言のまち・いたこ

　メールアドレス

 
 

 

普段から家庭で非常備蓄品（非常食・水等）を用意しましょう！！

　９月９日（日）、牛堀小学校グラウンドに

おいて、潮来市防災訓練が実施されました。

　訓練は、午前８時33分頃に県南部に震度６

弱の直下型地震が発生したことを想定し、市

消防団、牛堀小学校、牛堀地区自主防災組

織、民生児童委員、潮来消防署、行方警察

署、潮来市役所等が連携して、通報訓練や避

難訓練、消火訓練などがおこなわれました。

災害に備えて


